
確詠じや！2つの給付金。
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厚生労働省



平成28年度分の住民税が課税されない方

※ただし、住民税において課税書の扶養親族にな

っている方や、生活保護の受給者である方などは

隙きます。

※「高齢者向け給付金」（3万円）の支給対象者も受給できます。

支給額

1人につき　3．000円

平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者
のうち、平成28年5月分の障害基礎年金や

遺族基礎年金等を受給している方

粁「高齢者向け給付金」（3万円）を受給した万は除きます。

支給額

1人につき　30．000円

※支給はどちらの給付金も1回です。※両方の支給対象者に該当する方は、2つの給付金を受給できます。

【参考】住民税が課税されない所得水準の目安（非課税限度額）

壷 与 所 得 者 �区分 �非課税限度額嬬 （給与収入ペース） 単身 �100万円 

夫婦（配偶者を扶♯） �156万円 

夫婦子1人（配偶者と子1人を扶養） �205．7万円 

夫婦子2人（配偶者と子2人を扶養） �255．7万円 

公 的 年 金 等 受 給 者 �区分 ��非課税限度額薫 （年金収入ペース） 

単身 �65歳以上 �155万円 

65歳未満 �105万円 

夫婦 （配偶者を扶書） �65歳以上 �211万円 

65歳未満 �171．3万円 

誉生活保護基準の1級地（東京都23区等）における非課税限度額

・率議方法

○平成28年度臨時福祉給付金、障害・遺族年金受給者向け給付金を

受け取るためには、市町村へ申請が必要です。

○申請先は、平成28年1月1日時点で住民票がある市町村です。
（平成28年に引越をしていなければ、基本的に現在お住まいの市町村が申請先になります）

○申請受付期間や申請書の入手方法は、各市町村によって異なります。

○詳細は、各市町村からの広報や

厚生労働省の特設ホームページ（rカク二ンジヤ」で検索）をご確認ください。

登酬請託鮮携帯弼野謝輪状補職
激闘齢翁舶健箆

「厚生労働省給付金専用ダイヤル0570－037－192」または

「申請先の市町村」へお問い合わせください。 カク二ンジヤ


